
○土壌汚染対策方針
・民家など隣地に影響を与えない範囲で、可能な限り撤去する。

○スケジュール
・令和７年度：土壌汚染除去修正設計、令和８年度：除去工事着手

土壌汚染対策について

■ 部分撤去予定

■ 全撤去予定

■ （参考）民家


